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献血の推進   

ここでは、南犬血推進の実施体制についてお示しします。   

厚生労働大臣は、血液法に基づく、血液事業の基本方  

針を定めるとともに、その基本方針に基づいて、毎年度、  

献血の推進に関する計画（献血推進計画）を定めること  

としています。   

これらの方針・計画の策定にあたっては、あらかじめ  

薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならず、ま  

た、策定等が行われた場合は遅滞なく公表することとさ  

れています。   

都道府県は、この基本方針及び献血推進計画を受けて、  

採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよ  

う、毎年度、献血の推進に関する計画（都道府県献血推  

進計画）を定めるとともに、その策定等を行った場合は、  

遅滞なく公表することとされています。   

また、採血事業者（日本赤十字社）は、基本方針及び  

南犬血推進計画に基づき、献血受入計画を定め、厚生労働  

大臣の認可を受けなければならないとされています。   

献血受入計画に関しては、採血事業者は、その策定に  

あたり都道府県の意見を聴かなければならないとされる  

とともに、都道府県及び市区町村は、献血受入計画の円  

滑な実施を確保するために必要な協力を行うこととなっ  

ています。   

なお、厚生労働大臣は献血受入計画の認可にあたって  

は、あらかじめ薬事・食品衛生審議会の意見を聴くこと  

となっています。  

○基本方針で定める事項  

①血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方   

向  

②血液製剤（代替性のある医薬品を含む）の中期的な需給の見通し  

③血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項  

④献血の推進に関する事項  

⑤血液製剤の製造及び供給に関する事項  

⑥血液製剤の安全性の向上に関する事項  

⑦血液製剤の適正な使用に関する事項  

⑧その他献血及び血液製剤（代替性のある医薬品を含む）に関する重   

要事項  

○献血推進計画で定める事項  

（D翌年度に、献血により確保すべき血液の目標量  

（∋①の目標量を達成するために必要な措置に関す   

る事項  

（卦その他献血の推進に関する重要事項   

○献血受入計画で定める事項  

①翌年度に、献血により受け入れる血液の目標量  

②①の目標量を確保するために必要な措置に関す   

る事項  

③その他献血の受入れに関する重要事項  

薬事・食品  

衛生審議会  

採血の許可  
責務 徴募本的・総合的な施策の策定・実施  

基本方針の策定  
俄中期的な需佑の見通し  
聯献血の推進に関する事項  

藁．  

献血推進計圃の策定  
○献血の確保目標量（全国・都道府県別）   

・血液の的確な需要予測に基づく目標量の配分（献血種頬別）  

○目標量を達成するために必要な措置  

面犬血の受入推進  
秋安全性向上・安定供給確保への協力  

肇被採血者の保護  
認 可  諮問・答申  

→ 
献血受入計画の策定（都道府県別）  

○目標量を達成するための具体的措置  
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献血に関する住民の理解  

円滑な献血受入れのために必要な措置  
→  

献血受入れへの協力  
○献血受入計画策定時の事前協議  
○円滑な計画実施のための協力  広報・啓発  

献血推進協議会の設置  
献血支援計画の策定  
献血組織の育成  

¢   
都道府県献血推進計画の策定  
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図2－1献血推進の実施体制  
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輸血用血液製剤にこいては、現在、国内で使用される  

分は献血によって得られた血液を原料として製造されて  

います。   

しかし、今後の少子高齢化の動向を考えると、血液製  

剤の適正使用を進める▼方、将来の献血を支えていただ  

ける方々、とりわけ、若年層の方々に対する対策の必要  

性が浮かび上がってきました。   

こうしたことから、厚生労働省は、高校生向けテキス  

ト「南犬血HOP STEPJUMP」を全国の高校に配布し  

ており、さらに平成17年磨から中学生向けに血液全般  

の知識の普及を目的としたポスターを全国の中学校に配  

布しています。   

また、一部の地方公共団体では、小中学生の段階から  

献血に関する知識の普及啓発を行っています。なお、は  

ばたき福祉事業団による、幼児向けの絵本「ぼくの血み  

んなの血」の作成など、幼少児期からの取組も行われて  

います。  

しかし、こうした取組の一方で、若年層の献血離れの  

傾向に歯止めをかけるなどして、献血を将来にわたって  

さらに推進していくためには、そのあり方を見直す必要  

が生じています。   

厚生労働省では、平成17年度に南犬血構造改革として、  

将来の献血を支えていただける若年層の方々が安定的に  

かつ持続的に献血を支えていく体制を構築するととも  

に、血液の需給安定及び安全性向上の観点から、複数回  

南犬血者の確保を進める必要があるとしました。   

また、献血について、単に広く呼びかけるだけではな  

く、5年程度の達成目標を定めて組織的な献血促進体制  

に切り替えていくことを目指すこととしました。   

この目標を達成するために、現在、各種の取組が行わ  

れており、その一環として若年者に受け入れられる献血  

キャラククー「けんけつちゃん」が誕生しました。  

議売血孝義追放華燭胃尊票  
半銭篭∨ブ琴髪夏きもら5年葦登鷹の達成汚孝票き  

若年層の献血者数の増加  

10代、20代を献血者全体  

の40％まで上昇させる。  

（平成17年度 33．0％）  

（平成18年度 31．5％）  

安定的な集団献血の確保  

集団両夫血等に協力する企業  

数を倍増する。  

（平成17年度 24．220社）  

（平成18年度 30，835社）  

複数回献血の増加  

複数回献血者を献血者全体  

の35％まで上昇させる。  

（平成17年度 27，5％）  

（平成18年度 28．0％）  

図2－3 献血構造改革  
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図2－4 献血キャラクター   
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図2－2 献血者の推移  
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血液確保量・採血人数の動向   

とりわけ、平成17年2月に国内で初めて変異型クロ  

イツフェルト・ヤコブ病（vCJD）患者が確認されたこ  

とから、当分の間の暫定措置として、1980年から  

1996年の閏に英国に1日以上滞在歴のある方からの両夫  

血を制限することを決定し、同年6月より実施すること  

になりました。   

これにより、献血者がさらに減少し医療に必要な血液  

が不足するおそれが生じたため、同年4月に厚生労働大  

臣を本部長とする「献血推進本郡」を省内に設置し、関  

係部局丸となって献血の確保、血液製剤の適正使用等  

の対策の推進を図るとともに厚生労働大臣自らによる街  

頭での献血者確保のための「緊急アピール」等のはたら  

きかけを行いました。   

この結果、献血者数及び献血量が増力ロし、年間を通し  

て、安定供給に必要な血液量を確保することができまし  

た。しかし、今後も引き続き海外渡航歴による制限や若  

年層の両夫血者の減少が続くと考えられることから、季節  

変動や地域差を考慮した両夫血の呼びかけや在庫状況の曜  

認を徹底する必要があります。  

図25は、平成10年から18年までの血液確保量と採  

血人数の推移を示しています。平成18年の血液確保量  

は184万Lであり、採血人数は、200mL全血採血約  

85万人、400mL全血採血約276万人、成分採血約  

137万人、合計約499万人でした。平成14年までは、  

200mL全血採血が減少傾向にある一方、成分採血と  

400m」全血採血が増力［ルたため、血液確保量は僅かな  

がら増力ロ傾向にありました。しかし、平成15年からは、  

血液確保蔓と採血人数が共に前年を下回っています。   

図2－6における、平成16年から18年までの月別の  

血液確保量及び図27における月別の採血人数の推移  

によると、採血量と採血人数は、例年、冬期と初春  

（11月から翌年4月）に大きく落ち込み、夏休み前後の  

6月と9月に小幅な減少を示します。   

そこで、これらの時難に献血者等を確保するため、国、  

地方公共団体及び日本赤十字社は、冬期に「はたちの献  

血キャンペーン」、夏休み前に「愛の血液助け合い運動」  

を実施しており、日本赤十字社は、初春に「春の両夫血キ  

ャンペーン」を実施しています。  
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養護   

献血時の採血は、融皿者の健康状態等を十分確認した  

上で行われますか、日割こは気分不良、さらにはこくまれ  

に失神、神経損傷なとの健康被害が起こることがありま  

す。  

献血者の健康被害として上位に集計される症状とその  

発生状況を図28に示しました‥ノ もっとも発生頻度が高  

いのは血曽迷走神経反応（∨VR）と呼ばれるもので、  

気分不良や顔面蒼白などの症状が代表的です 

日本赤十字社はこれらの健康被害の発生を防ぐため  

に、献血申込者に対し「お願い！」（献血をいただく前  

に）のリープノットを手渡し、こうした健康被害が起こ  

りうることを矢口らせています。また、採血後の安静や水  

分補給について注意を促し、万が一、腕の痛みなど健康  

状矧こ心配が生じた時は血液センターに連結するよう呼  

びかけています。  

その他  
2，953人   

6％  

クエン醍反応   

581人   

1％  

皮下出血  
10．433人   

20％  神経損傷  

469人   
1％  

合計53，；！46件   

総献血者  ∨VR軽症   

約49即才人 37，257人  

69％  
∨＼JR重症  

1553人   

3％  

（日本赤十字社提出資料より厚生労働省作成 

図2－8 平成18年度の献血者の健康被害の発生状況  

表2－1献血者の健康被害の主な態様  

概  要  名  称  

採血開始後5分以内に発生することがもっとも多いが、採血中、又は採血前に起こることもある。両夫血  

者の心理的不安、緊張毒しくは採血に伴う神経生理学的反応による。）症状には個人差がある。軽症で  

は気分不良、顔面蒼白、冷汗、悪心、嘔吐等が見られ、こくまれではあるが、重症になると、これらに力□え  

5秒以仁の意識喪失、痙攣、尿失禁等が起こる〔〕意識喪失によって転倒や夕†傷を引き起こすこともある。  

電気か走るような痛みが生じる。皮神経損傷の場合は2／ん＼－一4週間程度で症状は 稀に回復  

に2ウノ弓程度を要することもある。  

採血時の穿刺と採血後の圧迫が適正に行われなかった場合に起こる。出血斑が広範に広がる場合が  

，1▼J  

成分採血脂、相当量のクエン酸を使用した場合に発生する。口唇周囲、指先のしびれ感で始まり、手指  

筋の攣縮、けいれんなどの症状が出現することがある。まれに意識消失に至るこ 

外傷（採爪1、）後に、四肢遠位部に交感神経系の過剰な反応により出現する持続性 

常を伴い、皮膚・筋肉■曽などの萎縮をき7こす難治性の厚痛症候群。般には、受傷後やや日数が経ち、  

∨VR  

（血管迷走神経反応 

VaSOVagaI「eaction）  

神経損傷  

皮下出血  

クエン畢反応  

RSD（反射性交感神経  

い性萎縮症 

∃Refle〉（Sympathetic 弓  

こ ∴‥・ 

外科的には治癒が見込まれる時期頃から桓痛が出現することが多い。まれではあるが、採血等の  

行為のような小さな夕†傷でも生じることがある。  

Lt］不赤十字社採血室準害より厚生労働省作成）   
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が支払われることとなりました。   

図2－9は、献血者健康被害救済制度の発足後、当該制  

度に基づいて、平成18年度10月～3月にかけて医療機  

関を受診した事例の症状別内訳を示しています。平成  

18年度の10月～3月にかけての南犬血者数は約247万  

人であり、本制度の対象が338件であったことから、  

全体の約0．013％であることがわかります。   

表2－2は、制度発足後、当該制度に基づいて日本赤十  

字社が給付決定した南犬血者の健康被害の態様を入通院日  

数ごとに分類したものです。医療機関の受診を要する例  

であっても、大半は通院数日間で回復していることが読  

み取れます。一方、こく一部ですが、長期の通院等を要  

する例も存在しています。  

献血者の健康被害は、その大半が軽度なものですが、  

こくまれに医療機関の受診を要するような状態になるこ  

ともあります。そのような場合、従来では、日本赤十字  

社の各血液センターで医療費等が支払われていました。  

しかし、補償の公平性及び透明性の向上を図る必要性が  

指摘され、平成18年10月から、こくこまれに発生する献  

血者の健康被害に対し適切な補償が行えるよう、国の適  

切な関与の下で、日本赤十字社において「献血者健康被  

害救済制度」が開始されました。これにより、「献血者  

等の健康被害の補償に関するガイドライン」（平成18年  

9月20日付け薬食発第0920001号厚生労働省医薬食  

品局長通知別添）に基づき、本制度の下、医療費や医療  

手当（交通費など医療費以外の費用を補填するもの）等  

∨VR  

VVR転倒  

皮下出血  

神経損傷  

RSD   

クエン酸反応  

アレルギー反応   

過喚気症候群  

静脈炎  

神経障害  

穿刺郡痛  

0  10  20  30  40  50  60  70   

図2－9 平成18年度（10月～3月）に医療機関を受診した事例（全338件）  

（「献血者健康被害救済制度」の対象となるもの）  

「献血者等の健康被害の補償に関するガイドライン」（概要）  

1）給付の項目及び対象者  

① 医療費及び医療手当 採血によって生じた健康被害について医療を受ける献血者等  

② 障害給付 採血によって生じた健康被害により一定の障害の状態にある献血者等  

③ 死亡給付 採血によって生じた健康被害により死亡した献血者等の遺族  

④ 葬祭料 採血によって生じた健康被害により死亡した献血者等の葬祭を行う者  

（2）給付額等  

給  付  額  等  給付項目  

その額は、880万円とする。  

医療費  

医療手当  

イ         －  

障害給  

死亡給付  

葬祭料  葬祭を行うことに伴う出矧こ着目して、葬祭を行う者に対して給付するもの。その板は199，000円とする。  

1る   



表2－2 献血者の健康被害の態様別発生件数と入通院日数の状況（平成18年度10月～3月）  

過換気  
症候群  墓誌芸jァ川岸∵その他               1                     弓  ∨VF－は針皮下血神経麟RSD  穿刺部痛†神経障害  
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1   

3  1  
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6日  

7日   

院 8日～14日   

15日～30日   

31日以上  

合 計   16 11   12  

簗日本赤十字社がカロ入する賠償責任保険により給付がなされる場合を含まない   
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